
令和４年３月 14 日掲載 

・土木工事標準仕様書（その１）における一部訂正 

 

１ 訂正内容 

  新潟県土木工事標準仕様書（その１）                 （別紙） 

   第１編第１章第１節第 48 条「保険の付保及び事故の補償」 

・受注者は、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額

を担保するための保険（法定外の労災保険）へ加入することを明記。 

・受注者は、保険契約を締結したときは、その証券等の写しを監督員に提出しなけ

ればならない旨を明記。 

 



R4.○.○版

【別紙２】法定外労災保険の付保に係るＱ＆Ａ
 今般の法定外労災保険の付保に係るＱ＆Ａを作成しましたので参考としてください。

質 問 回 答
1  今回標準仕様書を改正する目的は何か。  建設工事請負基準約款第52条第１項及び第２項で、

受注者は設計図書に定めるところにより保険に付さな
ければならないこと、受注者は保険契約を締結したと
きは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者
に提示しなければならないこととされています。
 品確法の改正により、公共工事等に従事する者の業
務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するた
めの保険契約（法定外の労災保険）の保険料を予定価
格へ反映することが、発注者の責務として位置づけら
れたことを踏まえ、設計図書に法定外労災保険の付保
を義務付けることを本改正の目的としています。
 なお、法定外の労災保険の費用は、現場管理費の率
計上費用に含まれています。

2  法定外の労災保険とは具体的に何を指すのか。  法定外の労災保険は、業務上や通勤途上に災害を被
り死亡、重度の身体障害を残した場合、または傷病の
状態にある場合に、国の労働災害補償保険（労災保
険）とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保
険です。
 法定外労災保険の種類には、（公財）建設業福祉共
済団体の建設共済保険のほか、建設業者団体が行う共
済制度、民間保険会社が提供する労働災害総合保険な
どがあります。

3  保険証券又はこれに代わるもの（以下「保険証券
等」という。）とは、具体的に何を想定しているか。

 保険証券、加入者証、加入証明書など、保険の付保
の事実が確認できるものを想定しています。

4  標準仕様書では「保険契約を締結したときは…速や
かに監督員に提出しなければならない」とあるが、
「速やかに」とはどのくらいを想定しているか。

 「速やか」の期間を明示した国通知等はありません
が、法定外労災保険の趣旨（被保険者の従業員等が業
務上の災害を被った場合に、従業員又はその遺族に対
し保険金が支払われる）を考慮すれば、受注者は工事
の着手前には保険契約を締結していることが望ましい
と考えられます。
 保険契約締結後、保険会社から証券等が発行され次
第、発注者に写しが提出されるものと想定していま
す。
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質 問 回 答
5  保険証券等は原本の提示を求めなくてもよいのか。  保険の付保の事実が確認できればよいため、原本の

提出を受ける必要はなく、写しによる確認で可と考え
ています。
 ただし、改ざん等により虚偽の保険証券等を提出し
ていたことが明らかとなった場合は、契約解除や指名
停止の対象となる可能性があります。

6  保険証券等の確認に当たり、どのような点に注意す
べきか。

 付保すべき法定外労災保険については、問２のとお
り様々な種類があります。
 付保する保険の種類は問いませんが、いずれの保険
においても、保険対象は請負契約の対象となっている
工事全体となっているか、保険期間が工事着手のとき
から工事目的物の引渡しまでの期間となっているか、
などの点について注意して確認する必要があります。

7  提出を受けた保険証券等の写しは、内容確認後、ど
のようにしたらよいか。

 契約書等と一緒に綴り、保存してください。

8  保険の付保が確認できない場合の罰則等はあるの
か。

 約款第44条第１項に基づき、相当の期間を定めて保
険を付保するよう催告し、その期間内に履行されな
かったときは契約を解除することがあります。併せ
て、指名停止措置要領に照らして、指名停止措置をと
ることがあります。
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1 1 0 0 0 0 1 第1編 共　通　編 1 0 0 0 0 1 第1編 共　通　編

1 1 1 0 0 0 1 　第1章 総　則 1 1 0 0 0 1 　第1章 総　則

1 1 1 1 0 0 1 　　第1節 総　則 1 1 1 0 0 1 　　第1節 総　則

24 1 1 1 48 0 1 　　　1-1-1-48 保険の付保及び事故の補償 1 1 1 48 0 1 　　　1-1-1-48 保険の付保及び事故の補償

24

1 1 1 48 1 1 受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する
作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設
計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保しな
ければならない。

1 1 1 48 1 1 受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作
業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図
書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保しなければ
ならない。

25
1 1 1 48 2 1 受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保

しなければならない。
1 1 1 48 2 1 受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保

しなければならない。

25

1 1 1 48 3 1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び
厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用
者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

1 1 1 48 3 1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び
厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用
者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

25

1 1 1 48 4 1 受注者は、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補
償に必要な金額を担保するための保険（法定外の労災保険）に加
入しなければならない。

追記

25
1 1 1 48 5 1 受注者は、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わ

るものの写しを速やかに監督員に提出しなければならない。
追加

25

1 1 1 48 4 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及び
その他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければなら
ない。

1 1 1 48 6 1 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及び
その他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければなら
ない。

25

1 1 1 48 5 1 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入
し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ
月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結
後原則４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。

1 1 1 48 7 1 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入
し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ
月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結
後原則４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。

25

2 また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査
職員に提示しなければならない。

2 また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査
職員に提示しなければならない。

現行条文（令和３年２月15日施行） 新条文（令和３年３月　一部追加）

新潟県土木工事標準仕様書（その１）　新旧対照表
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